
6　　管路更生No. 2

地域特集　第1回　九州地域の管路更生　① 本誌編集小委員会

福岡市における下水道管路の老朽化対策

　本号からの新企画として、地域別に地方公共団体の管路老朽化対策の現状や管路更生の考え
方等を取材し、掲載していく。第 1回目は九州地域から、老朽化対策に取り組み、更生工法の
採用実績も多い福岡市、鹿児島市を取り上げた。
　福岡市編では、Part Ⅰで平野定・前下水道局長に下水道事業の取り組みをテーマにインタ
ビューを行い、Part Ⅱで、管路の老朽化対策の計画、実施状況、管路更生の考え方、今後の展
開等について、事業調整課事業調整係の宮﨑幸雄・係長、田中秀信氏に取材し、その内容を本
誌編集小委員会がまとめた。

PartⅠ　インタビュー
福岡市下水道事業の取り組み

前・福岡市下水道局長　　

平 野 　 定　氏

──下水道事業の推移

平成17年度末に
水洗化を達成

　福岡市は昭和５年に事業認可を取得して下水道事

業に着手しました。昭和 38 年度から第 1次下水道

整備五箇年計画がスタートして本格的な整備が始ま

りました。処理場につきましても、昭和 41 年に中

部下水処理場の運転を開始しています。その後、第

２次下水道整備五箇年計画が昭和 42 年度から始ま

り、ちょうど高度経済成長の波に乗った時期ですが、

河川や海などの水質汚濁が進み、市民の健康にも悪

影響を及ぼすということが社会問題になっており、

昭和 45 年に、いわゆる公害国会が開かれ、下水道

のそれまでの目的である浸水防除や水洗化のほかに

公共用水域の水質保全が加えられるようになりまし

た。そして、昭和 46 年度にスタートする第３次下

水道整備五箇年計画から東部下水処理場や西部下水

処理場に着手するなど事業は本格化しています。市

の下水道整備のピークと言いますのは、昭和 56 年

度以降の第５次から第６次、第７次五箇年計画の頃

で、予算的にも年間 400 億円くらいの建設費を投入

しています。第５次から第７次までの 15 年間くら

い、毎年のように大きな建設費を計上しました。そ

の頃、処理場の新増設や管渠、ポンプ場の建設など

を積極的に進め、特に管渠につきましては事業費

の８割くらいを投入して処理区域の拡大に努めてい

ます。その結果、昭和 60 年度末に下水道普及率が

65％と、急激に向上しました。その後も水洗化の拡

大に努めて、平成 17 年度末に水洗化が概成の運び

福岡市役所庁舎
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となりました。

──下水道事業の特徴

下水処理水の有効利用に
早くから取り組む

　本市の特徴と言いますと、早くから下水処理水の

有効利用に取り組んだことです。これは福岡市が昭

和 53 年に大渇水に見舞われまして、それを契機に

下水道事業として処理水を再利用して水洗トイレに

使用するという方法が採用されたのです。昭和 54

年度に当時の建設省から下水処理水循環利用モデル

事業の採択を受けまして、全国に先がけて実施して

きました。最初は天神地区など中心部の事業所だけ

でしたが、現在では再生水利用下水道事業として 1

日 5500トンくらいを供給しています。事業所の数も

約 300ヵ所以上に達しています。当初は公共施設へ

の供給が中心でしたが、徐々に民間の事業所へも拡

げてきました。また天神地区など中部処理場管内か

ら、現在では東部処理場管内まで拡大して、香椎地

区やアイランドシティ地区などにも供給しています。

──重点施策と新しい取り組み

当面は浸水対策が最重点、
事業費の約60％近くを投入する

　当面は浸水対策を最重点にして下水道整備を行っ

ていきます。これは平成 11 年に全市的な浸水被害

を受けまして、その対応として浸水対策の重点地区

（59 地区）を定め、「雨水整備Doプラン」を策定し

ました。また、4年後の平成 15 年にも博多駅周辺

地区において、御笠川から溢水した水が街に溢れ、

再び大きな浸水被害が起きました。この時、従来の

流下型の雨水対策に加えて、貯留や地下浸透などを

取り入れた「レインボープラン博多」という計画を

策定しました。従来の雨水幹線だけでなく貯留管や

浸透側溝の整備にも取り組んでおります。

　市は財政収支計画（平成 17 ～ 20 年度）に合わせ

て、平成 17 年度からの 4ヵ年の整備計画を作って

下水道整備を行っています。4ヵ年間に総事業費約

980 億円を投入しますが、その中で浸水対策事業費

は約 560 億円と、60％近くを占めています。その他

では、合流地区が全体の 15％くらいありますので、

雨天時河川の汚濁負荷削減や臭気問題を根本的に解

決するため、合流式下水道の分流化を推進していま

す。それと、博多湾を抱えていますので富栄養化防

止にも取り組みます。ここでは、これまでのリン対

策のみではなく、新たに窒素とリンを同時に除去す

る高度処理実験を行ってきまして、その結果を踏ま

えて 19 年度から新たに窒素とリンを同時に除去す

る高度処理に着手します。

──改築更新と管の老朽化対策

浸水対策のメドがたてば、改築更新の
予算を伸ばしていく

　改築更新につきましては、４ヵ年計画で約 230 億

円計上しまして、処理場やポンプ場の更新に約 110

億円、管渠の更新に約 120 億円を投入します。テ

レビカメラ調査を行った結果、布設替えを予定して

いたのを更生工法に変更するところが多く見られる

ようになってきました。当初の改築計画は 55kmで

平野　定（ひらの　さだむ）

昭和21年 10月 8日生まれ。福岡市出身。九州大学農
学部を卒業後、昭和 45年 4月に福岡市役所入所。主
な職歴は、昭和 62年 4月土木局道路部街路課長、平
成3年 4月下水道局計画部計画課長、平成6年 4月港
湾局東部建設部長、平成 8年 4月下水道局建設部長、
平成11年 4月土木局道路計画部長、平成13年 4月福
岡市土地開発公社常務理事、平成14年 4月㈶道路管
理センター九州地区支部長、平成16年 10月下水道局
長。2年半務められた福岡市下水道局長を平成19年 3
月末に退任。
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したが、更生工法に変更してコストが下がったとい

うことで 19 年度末には 73kmとなる予定で、目標

を大きく上回っております。現在は浸水対策が最重

点ですが、浸水対策のメドがたつ頃には、改築更新

に重点をシフトしていくことになると思います。浸

水対策があと６～７年かかると思われますので、そ

の後ということになります。浸水対策は博多駅が終

わっても天神地区などに移っていきますので、急激

に予算は落とせません。全体の予算を見ながら改築

更新の予算を増やしていくことになります。浸水対

策は特に緊急性があったため改築更新予算を抑えた

経緯もありました。今後は徐々に改築更新の事業費

を伸ばしていく必要があります。

　管渠の老朽化対策につきましては、耐用年数が過

ぎた古いものから随時手掛けていきます。古くから

着手している合流地区において、30 年以上経過し

た管渠のテレビカメラ調査を行っています。その結

果に基づいて 4段階の評価をしております。緊急、

修繕、注意観察、維持といった評価をもとに布設替

えと更生工法の選別・選定を行っています。二つの

工法によるわけですが、都心部ということで交通条

件とか地下埋設物の状況、費用などを考えて更生工

法の採用が 80 ～ 90％と増えています。テレビカメ

ラ調査で予防的に見つけて対応するとともに、一方

で下水道局職員のパトロールや、道路管理者や郵便

配達員などの協力も得ています。市民の安全確保と

いう面から、道路の陥没やマンホール、マスの破損

などについて通報してもらうのです。そのままにし

ておくと事故につながりますので、一体になって予

防に努めているわけです。

　改築更新に重点をシフトしていったとき、大口径

管などを改築することが多くなることが予想されま

すので、補助メニューでやれたらという希望があり

ます。耐震対策のメニューなどと一緒に実施するこ

とが、補助事業としてやる一つの手段になると思わ

れます。

──これからのテーマ

更生工法はますます増える、コスト縮
減や品質向上に努めていただきたい

　福岡市新・基本計画の中で、「災害に強く、安全

で安心して暮らせる都市」ということが謳われてい

ます。その中で浸水対策を重点的に進めるといった

方針が出されております。また一方、清らかな水環

境の創造もテーマになっていますので、高度処理へ

の対応も課題です。そして、合流式下水道の改善

も積極的に進めます。改築更新につきましては、管

渠のストック量が増えて、17 年度末約 6500km に

達しています。このうち 30 年を経過した管渠は約

1000km、これから 10 年くらい経ちますと 3.3 倍の

約 3300kmと急激に増大します。いろいろな事業を

実施していく中で、改築更新にどうやって予算を確

保するのかといったことが大きな課題になってきま

す。今はその予算を先送りしているような状況です

が、これからは予算の平準化といったことも考える

必要があります。テレビカメラ調査で事前に老朽化

を把握しながら効率的にやっていきます。なお、更

生工法の採用はますます増えてくることが予想され

ますので、新しい技術開発をメーカーの方々などに

お願いするとともに、コストの縮減や品質の向上に

努めていただきたいというのが、発注者側の期待す

るところです。

──プライベートなことも含めて一言

3月末で退職することに
なりました

　実は、３月末で福岡市を退職することになりまし

た。道路と下水道を中心に担当してきましたが、37

年間務めましたうち約 10 年間が下水道です。道路

も下水道も都市のインフラ整備という面では共通で

すから、そのような仕事をずっと続けてきたという

ことです。

　休日の過ごし方ということですが、下手ですけれ

どゴルフをやったり、九州には温泉地が多いですか

ら温泉巡りなどです。休日はできるだけ休息をとる

ことにしています。座右の銘は“初志貫徹”と言っ

ているのですが、振り返ると、なかなか実行できま

せんでした。
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年 70km程度となっている。

　一方、近年は平成 11 年、15 年の２度にわたる大

水害を踏まえ、浸水対策が急務として平成 12 年に

「雨水整備Do プラン」、平成 16 年に「雨水整備レ

インボープラン博多」を策定、これらに基づき浸水

対策を中心とした事業展開を図っている。平成 17

～ 20 年度の下水道整備計画では、浸水対策に 560

億円、高度処理・合流改善・水洗化に 170 億円、改

築更新に 230 億円、再生水に 20 億円、総事業費約

980 億円を計画している。

下水道管路の老朽化対策

〈老朽管延長と対策〉
　次に下水道管路の老朽化対策について、計画、実

施状況、管路更生の考え方等を見ていく。

　まず、市の下水道管路累計延長は 6500km（平成

Part Ⅱ
福岡市における下水道管路の老朽化対策の現状と

管路更生の考え方

下水道事業の経緯、特徴

　福岡市の下水道事業は昭和５年、博多・千代部に

着手したのがはじまりで、同地区は昭和 17 年に完

成した。その後、戦争の激化等により事業中断を余

儀なくされたが、昭和 26 年、再び国庫補助を受け

て事業を再開、戦前から施行中の福岡部・住吉部

の整備を継続することになった。下水道整備に本格

的に取り組んだのは昭和 30 年代に入ってからで、

昭和 35 年、市で初めて処理場を含む下水道施設の

認可を取得（中部処理区）し、昭和 40 年に長尾処

理場、昭和 41 年に中部処理場が完成、運転開始し

た。昭和 50 年頃から 60 年頃にかけて急速に下水道

整備区域を拡大し、昭和 59 年、60 年のピーク時に

は、単年度管渠布設延長が 250km を超えた。その

後、整備量は緩やかに減少しており、ここ数年は毎
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17 年度末現在）となっている。うち布設後 50 年を

経過した管路延長（＝昭和 31 年以前に布設された

管路延長）は約 82km、布設後 30 年を経過した管

渠は約 1000kmに達している。調査実績から、現在

保有する 6500kmのうち約 70％は今後 50 年間に更

新が必要と考えられている。また、老朽管延長は、

仮に今後毎年５kmずつ改築更新を行ったとして

も、2016 年には 250km、2026 年には 871kmに達す

る見通しという。（グラフ「福岡市の下水道管渠年

度別布設状況」参照）

　老朽管を放置しておくと腐食や破損に伴う流下能

力の低下や管路内への侵入水、道路陥没発生の恐れ

があるため、管路布設年数が古い地区を対象にテレ

ビカメラ調査等により対応が必要な箇所を抽出し、

布設替えや更生工事を進めている。平成 17 ～ 20 年

度の下水道整備計画期間において、約 55kmの改築

更新を予定している。

　ただ、今後は老朽管延長はますます増加するため、

改築・更新を効率的、計画的に進めるとともに、改

築更新延長を段階的に増やしていく必要があるとい

う。

〈老朽化対策の対象区域と施工実績〉
　市では、耐用年数を超えた管路が集中している

合流式下水道区域を対象に老朽化対策を実施してい

る。

　合流式下水道区域は中央処理区など旧市街地で、

その面積（平成 17 年度末現在）は、処理開始面積

１万 6522ha の約 15％に相当する 2494ha となって

いる。

　市はこれまで、地域を分けてテレビカメラ調査を

行い、独自の判断基準に基づき更新計画を策定し、

これに基づき老朽化対策を実施している。テレビカ

メラ調査は平成 5～ 16 年度にかけて合流区域全域、

延長にして約 532kmの調査を完了している。また、

改築・改良工事は、財政的な制約のある中での対応

であるため、できる限り延命化することを重視して

おり、面的対応ではなく、損傷状況から早期に対応

すべきものを抽出し、実施している。

　これまでに実施した改築更新工事の施工延長（別

表「改築更新延長」参照）は 7万 8391 ｍ。うち更生

工法によるものが6万0908ｍと78％を占めている。

その理由は、更生工法の経済性の高さや、対象箇所

が市街地のため、電線等他の地下埋設物の布設状況、

交通への影響等を考慮すると、更生工法で施工せざ

る得ないケースが多いという。

管路更生後の状況老朽管の状況

更　生 布設替 計

～H15 31,793 12,463 44,255

H16 7,799 1,971 9,770

H17 21,316 3,050 24,366

計 60,908 17,484 78,391

割合 78% 22% 100%

改築更新延長（単位：m）

〈改築事業の実施方法、運用基準〉
　市は改築事業の実施にあたり、統一的な判断基準

を用いるため、平成９年４月、「福岡市下水道標準

設計運用基準書」（改築工法編）を作成。その後 18

年３月に改訂版を作成し、この基準に基づき改築事

業を進めている。

　同運用基準書によると、改築事業の実施手順は別

掲の「改築事業の実施フロー」の通り、供用年数、

管渠能力、区域特性等を踏まえ一次診断を行い、こ

れを基に詳細調査区域を決定。続いて主にテレビカ

メラによる調査を行い、異常があった管路は、異常
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箇所数、程度を基に１スパンごとの「要改善延長率」

を算定し、改築工法で対応するか、修繕工法で対応

するかを決定する。

〈改築判定の考え方〉
　テレビカメラ等による調査から改築、修繕の判定

に至る手順を詳しく見てみる。テレビカメラ調査の

結果、判明した老朽管の劣化・損傷状況は、劣化要

因（管の破損・亀裂、腐食・摩擦、継手のズレ・開

き、異物の突出・固着、侵入水など）別に劣化状況

をA・B・C等に分類した「本管・人孔判定基準」（別

表参照）に照らして分類される。

　次にこれを「改築判定基準」に照らして、改築対

応か修繕対応かの仕分け、緊急度の判定が行われる。

「改築判定基準」の骨子を以下に記した。なお、こ

の仕分けは対応箇所（修繕範囲相当）数を考慮し決

定するが、対応箇所は４m単位とし、当該４mの

範囲内に異常箇所が複数個あっても１箇所扱いとな

る。

改築事業の実施フロー
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劣化分類

調査項目
調査
単位

劣 化 分 類
備考

A B C D

本　
　
　
　
　
　
　

管

物
理
的

管の破損
管の亀裂

人
孔
間

A1

a 管の破壊、形状の変形欠落し土砂が流入

B1

a 1 辺 5cm以上 8cm未満の欠落

C1

a 1 辺 5cm未満の欠落

D1

取付管部分含
む

b
形状の変形のない十文
字又は網目状クラック
（隙間は 2mm以上）

b

管 1 本にわたる縦ク
ラック又は縦とリン
グ状の複合クラック
（隙間は２mm以上）

b
隙間のない縦クラック、
複合クラック
枝状のクラック程度

隙間のない部
分的なヘアーク
ラックを除く

ｃ 補修跡に欠落やクラックが生じ土砂が流入 ｃ
補修跡が管周の 1/3
以上
補修方法が著しく悪い

ｃ
補修に問題は少ない
が補修跡が管周の1/3
～1/4

補修跡あり

ｄ
リング状又は部分的
なクラックで亀裂の
隙間が 5mm以上

ｄ
リング状又は部分的
なクラックで隙間が
2～ 5mm

ｄ
リング状又は部分的
なクラックで隙間が
2mm未満

隙間のない部
分的なヘアーク
ラックを除く

腐食摩擦
人
孔
間

A2

a 鉄棒が容易に入る鉄筋の露出

B2

a 全体的な骨材の露出

C2

a 骨材の表面が露出 HP・CPの場合

b

えぐれが管 1 本にわ
たる
部分的えぐれ（管厚分）
が管径の1/2以上

b 部分的えぐれ（管厚分）が管径の1/2未満 b
管厚未満のえぐれ
全体的な上薬の剥離
内面の剥離、とび

TPの場合、部
分的な上薬の
剥離は C2bと
しない

機
能
的

沈下・蛇行
管断面積の
縮小

A3
a 管径の 1/2 以上

B3
a 管径の1/4以上1/2未満

C3
a 管径の 1/4 未満

b 断面積縮小率1/2以上 b 縮小率1/4以上1/2未満 b 縮小率 1/4 未満 布設替え、補
修による

継手のズレ、
開き

各
継
手

A4
a 管厚以上のズレ

B4
a 管厚程度のズレ

C4
a 管厚未満のズレ

D4

パッキン飛
び出し

ズレは上 下、
左右

b 管の全体が脱却 b 陶管50mm以上ヒューム管70mm以上 b 陶管 50～30mmヒューム管70～30mm 継手の開き

異物の突出・
固着

人
孔
間

A5

a モルタル付着管径の 1/2 以上

B5

a
モルタル付着
管径の 1/4 以上 1/2
未満

C5

a モルタル付着管径の1/4未満

D5

コンクリート含
む

b 地下埋横断管径の 1/2 以上 b
地下埋横断
管径の 1/4 以上 1/2
未満

b 地下埋横断管径の1/4未満 調査不能
流れを阻害し
ている程度でも
評価

ｃ 木の根侵入管径の 1/2 以上 ｃ
木の根侵入
管径の 1/4 以上 1/2
未満

ｃ 木の根侵入管径の1/4未満

流れを阻害し
ている程度でも
評価

ｄ 取付管突出管径の 1/2 以上 ｄ
取付管突出
管径の 1/4 以上 1/2
未満

ｄ 取付管突出管径の1/4未満

ｅ 上記以外の異物の堆積管径の 1/2 以上 ｅ
上記以外の異物の堆積
管径の1/4以上1/2未
満

ｅ 上記以外の異物の堆積管径の1/4未満

流れを阻害し
ている程度でも
評価

経
済
的
侵入水

人
孔
間

A6 a 吹き出ている B6 a 流れている C6 a にじんでいる、にじみ跡 D6
部分的なモ
ルタル遊離
石灰の付着

量で評価

人
　
　
　
孔

ブロック類
の破損・亀
裂

人
孔 

単
体

A7

a 欠落し土砂が流入

B7

a 1 辺 5cm以上 8cm未満の欠落

C7

a 1 辺 5cm未満の欠落

D7b 全周にクラック b 網目状のクラック b 部分的クラック 蓋、口輪含む

ｃ
著しい蓋のガタツキ・
段差
蓋割れ・ひび

ｃ ガタツキ・段差蓋マークが見えない ｃ
人孔のかさ上げ不足
蓋マークは見えるが
減っている

蓋の誤表示

躯体の破
損・亀裂 A8

a 欠落し土砂が流入

B8

a 1 辺 5cm以上 8cm未満の欠落

C8

a 1 辺 5cm未満の欠落

D8

現場打ち部

b 全周にクラック b 網目状のクラック b 部分的クラック

ｃ 腐食し鉄筋の露出 ｃ 腐食し骨材の露出 ｃ 腐食し骨材の表面露出

ｄ 足掛金物腐食・脱落 ｄ 足掛金物腐食・針金状 ｄ 足掛金物腐食・やせ 蓋開閉不可

インバートの
破損・亀裂 A9

a 破損
B9

a 網目状のクラック
C9

a 部分的クラック
D9

b 侵食により基礎露出 b 一部侵食 、インバートなし b － 異物の堆
積・付着

経
済
的
侵入水 A10 a 吹き出ている B10 a 流れている C10 a にじんでいる、にじみ跡 量で評価

本管・人孔判定基準

＊腐食による欠落・えぐれがある場合は、その程度に応じて管の破損の項目（A1a､B1a）でも計上する。
＊断面縮小率の算定については、縮小断面÷既設断面とする。
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〈「改築判定基準」〉
　「改築判定基準」によると、「１スパンにＡ判定、

Ｂ・Ｃ１・Ｃ４若しくはＣ６判定を含む対応箇所

が 40％以上且つ２ヵ所以上の場合」、または「１ス

パンにＡ判定、Ｂ判定、Ｃ判定を含む対応箇所が

70％以上且つ１ヵ所以上の場合」は、「改築工事」（１

スパン改築）扱いとされる。その上で、①「対応箇

所にＡ１若しくは、Ａ４を含む場合」は「即時」（１

～２年以内に対応）、②「対応箇所にＡ１・Ａ４を

含まず、その他のＡ、Ｂ１・Ｂ４、Ｃ１・Ｃ４・若

しくはＣ６を含む場合」は「緊急」（３年以内に対応）、

③「対応箇所にＢ１・Ｂ４・を除くＢを含む場合」

は「注意」（５年以内に対応）に分類される。

　一方、「１スパンにＡ判定、Ｂ・Ｃ１・Ｃ４若し

くはＣ６判定を含む対応箇所が 40％未満の場合」

は、「修繕工事」（部分的補修）扱いとなり、①「対

応箇所にＡ１若しくは、Ａ４を含む場合」は「即時」

（１年以内）、②「対応箇所にＡ１若しくは、Ａ４を

含まない場合」は「緊急」（３年以内）に分類される。

　以上が改築と修繕の仕分け、緊急度の判定に用い

られている判定基準だが、道路陥没の事象が現れて

いる場合、事故・トラブルの危険性が高い場合は、

これらの基準にかかわらず修繕工事で対応すること

になる。また、この判断基準は布設後の経過年数に

とらわれず、すべての管渠に運用するものとし、劣

化状況を見ながら「部分的補修か、改築か」の判断

を行うこととしている。

　なお、平成９年以降運用されていた判定基準では、

Ｃ判定は改築・修繕の対象になっていなかったが、

Ｃ判定でも将来、事故・トラブルに繋がる危険性が

あるため、平成 18 年３月の改訂で、上記の通りＣ

判定を改築・修繕対象として扱うことになった。

〈改築工法の選定〉
　改築と修繕の仕分けに続き、改築工法の選定が行

われる。改築工法の選定は、まず一次選定で更生工

法の選定基準、すなわち「管の破壊および断面形状

の変形がない」、「管径の 1/4 以上の沈下およびたる

みがない」、「（継手に）管厚以上のズレがない」といっ

た基準内であるかどうかによって、更生工法か布設

替工法かを選定。続いて二次選定では、水替えが可

能か、管内径の縮小によって水理上の問題があるか

によって製管工法か他の工法かを選択。一方、水替

えが可能であれば、管種（鉄筋コンクリートか陶管）

と劣化・損傷状況によって複合管（二層構造管）か

単体管（自立管）かを選択し、さらに既設管径によっ

て製管工法か反転・形成工法かを決める、というの

が基本的な選定方法である。

〈更生工法の採用基準〉
　市が現在採用している更生工法は 16 工法である。

更生工法の採用にあたっては、㈶下水道新技術推進

機構の審査証明取得済みの工法であることが基準と

なっているが、現在、この採用基準や施工業者の競

争参加資格について、改めて考え方を整理している

ところだという。

〈改築事業における課題、今後の事業展開〉
　市のこれまで改築事業の対象は、小口径管（φ

250 ～ 400 程度）が中心であり、補助対象にならな

いため、財源確保が大きな課題になっている。一方、

耐用年数 50 年を経過し、補助対象となるような大

口径管は、処理場に近接した管路であり、管内水深

が深いため、最適な施工方法を模索している状況と

いう。

　また、前記の通り、老朽管延長は今後ますます増

加する見通しであり、できる限りの延命化を図りつ

つ、効率的に改築事業を進めていく必要がある。こ

うした中、今後は更生工法における耐震化について

も検討していく必要があり、そのためには、まだ明

確になっていない耐震性の考え方、評価基準・手法

が早期に整理・体系化されることを期待している。

また、更生工法が多種多様になる中、積算基準の体

系化も期待したい、としている。
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PartⅠ　インタビュー
鹿児島市下水道事業の取り組み

鹿児島市水道局下水道部長　

清 水 　 渉　氏

──下水道事業の経緯、特徴は

　清水　鹿児島市は昭和 27 年、天文館地区など中

央地区を対象に下水道事業に着手しました。その後、

市街地の拡大とともに下水道事業認可を拡大し、昭

和 50 年代前半から平成元年頃まで、急激な人口増

を背景に下水道整備が最盛期を迎えました。事業の

特徴の一つは、建設当初から当時としては珍しい分

流式下水道を採用したことです。これは、市街地が

海岸線に沿って細長い平坦部に形成され、山麓から

海岸に向かって緩やかに傾斜しているので、雨水排

除は側溝、水路等の排水施設の整備によって対応す

ることができ、更に戦災復興土地区画整理事業の進

捗に伴い、道路、側溝、水路等が整備されたためで

す。また、本市はシラス土壌で雨によって洗掘され

やすいため、土砂類が入ってくると維持管理が困難

となるということで分流式を採用しました。

　また、下水道事業を開始した当初から地方公営企

業法を適用し、企業会計で運営していることや、水

道局の中で水道と下水道事業を一体的に進めている

ことも特徴です。これは、トイレの水洗化に伴う給排

地域特集　第1回　九州地域の管路更生 ② 本誌編集小委員会

鹿児島市における下水道管路の老朽化対策

　地域特集・九州の第 2弾は鹿児島市を取り上げる。Part Ⅰで清水渉・下水道部長に下水道事
業の取り組みをテーマにインタビューを行い、Part Ⅱで管路の老朽化対策の計画、実施状況、
管路更生の考え方、今後の展開等について、清水・下水道部長、末吉学・下水道管路課長、酒
匂章一・下水道管路課改良係主幹の 3氏に取材し、その内容を本誌編集小委員会がまとめた。

事業着手年 昭和 27 年

整備方式 分流式

認可計画

計画名、目標年度 第 10 次変更計画　目標年度：23 年度

計画排水および処理面積（ha） 7,098

整備済み処理面積（17 年度末）（ha） 6,550

行政区域内人口（17 年度末）（人） 603,231

処理人口（17 年度末）（人） 465,700

普及率（17 年度末）（％） 77.20

日平均処理水量（m3/ ｄ） 173,111

有収率（17 年度末）（％） 92.60

施設計画（認可計画）
処理場：５ヵ所、ポンプ場：２ヵ所、
下水汚泥堆肥化場：１ヵ所

表－１　鹿児島市　下水道事業概要

※普及率=処理人口 /行政区域内人口
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水の審査・検査等の手続きを効率的に行うことがで

きますし、下水道使用料の徴収に伴う検針や、経理

部門の一体化など色々なメリットがあります。また、

各処理場から下水汚泥が脱水ケーキで 110トン /日

ほど発生しますが、これを全量堆肥化し、緑農地還

元しています。

──現在の下水道事業の取り組み、課題は

　清水　普及促進と施設の老朽化対策を中心に事

業展開しています。近年、下水道整備に着手して

いない町村との合併を行った関係で、17 年度末現

在の処理人口普及率は 77.2％ですが、旧市に限れば

84.0％となっています。従って、下水道事業として

整備すべき区域は大分残り少なくなってきているの

ですが、一方で土地区画整理事業が盛んに行われて

おり、これに併せた下水道整備を行っているところ

です。

　老朽化対策では、更新時期に併せた施設の統廃合

を計画しています。具体的には錦江、谷山、１号用地、

２号用地、南部、南部処理場脇田分場の６ヵ所の処

理場を、最終的に谷山、南部の２ヵ所に統合すると

いうものです。現在、第 10 次変更計画に基づき事

業を進めているのですが、この期間に稼動後 50 年

が経過している錦江処理場の甲系統と２号用地処理

場を廃止し、南部処理場に統合する計画です。

　一方、下水道管路の老朽化対策は、従来から日常

的な維持管理において対応してきましたが、道路陥

没事故等の防止のため、平成 12 年度から改良計画

に基づいて計画的な対応を進めているところです。

　課題としては、厳しい財政状況の中で、事業費の

平準化やコスト縮減に努め、計画的な事業実施を進

鹿児島市水道局庁舎

めていくことです。

──管路の老朽化対策の現状は

　清水　本市では耐用年数 50 年を経過した管路が

まだ少ないため、「改良」という考え方で老朽化対

策を進めています。面整備管を対象とする第１次改

良計画では、テレビカメラ調査の結果を踏まえ、緊

急度に応じて優先順位を付け、平成 12 ～ 16 年度、

約 13kmを対象に更生工法や布設替えにより対策を

行いました。第２次改良計画では、平成 17 ～ 23 年

度に約 19kmを対象に改良を行う予定です。

──管路の老朽化対策における課題、今後の事
業展開は

　清水　やはり財政運営が最大の課題になります。

今後、耐用年数を超過する管路延長は年々増加し、

改築、改良に係る事業費は増加していきます。管路

だけでなく処理場の改築更新事業量も増えてくると

見込まれております。普及促進のための面整備であ

れば、整備に伴い使用料収入が増えますが、改築・

改良事業は収入増には結びつきません。こうしたこ

とを踏まえて改築・改良事業を進めていく必要があ

りますから、ストックをいかに延命化させるかが大

事ですし、現場状況に適した経済的な工法の選択、

計画的な改築、改良を行っていきたいと考えていま

す。

──ありがとうございました。

清水　渉　下水道部長
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大規模住宅団地が造成されるようになり、昭和 50

年代に入ると年間１万人を上回るペースで人口が増

加した。これに対応すべく昭和 52 年頃から平成元

年頃にかけて下水道事業は最盛期を迎えた。その間、

年間整備区域面積が 200ha を超える年もあった。

　現在、第 10 次変更認可計画に基づき、平成 23 年

度を目標に事業を推進している。17 年度末整備状

況は、処理面積 6550ha、処理人口 46 万 5700 人、

普及率 77.2％となっている。（インタビュー中の表

－１　「鹿児島市下水道事業概要」参照）

下水道管路の老朽化対策

〈下水道管路布設総延長と老朽管延長〉
　次に下水道管路の老朽化対策について詳しく見

ていく。下水道管路布設総延長は 1969km（17 年

度末現在）。管種別延長は、塩ビ管 1340km、陶管

396km、ヒューム管 212km、その他 21km となっ

ている。面整備管は、建設当初から昭和 50 年代前

半までは主に陶管が布設され、昭和 40 年以降に塩

ビ管が急速に伸びていったという特徴がある。

設
置
年
度
別
延
長
（
ｍ
）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

S32 S38 S44 S50 S56 S62 H5 H11 H17

設置年度

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

累
計
延
長
（
ｍ
）

PartⅡ
鹿児島市における下水道管路の老朽化対策の現状と管路更生の考え方

下水道事業の経緯、特徴

　鹿児島市は昭和 27 年に公共下水道事業に着手し

た。まず、繁華街の山之口町を中心とする中央地

区、城南地区など甲突川以北の汚水管布設を行うと

ともに、甲突川天保山橋下流左岸に高級処理（活性

汚泥法）による終末処理場（沖ノ村汚水処理、のち

に錦江処理場に改称）の建設に着手し、昭和 30 年

に一部供用開始した。終末処理場を持つ公共下水道

としては全国で戦後最も早く工事着手がなされ、戦

前戦後を通じて全国７番目の公共下水道のある都市

となった。

　事業の特徴は、下水道部長のお話しにもあった通

り、整備開始から分流式を採用していること。これ

は市の土質がシラス土壌であり、水の洗掘に対して

弱いため、降雨により土砂類が合流式下水道に流入

すると、その排除に膨大な費用を要することなどが

主な理由である。

　その後、市街地の拡大に併せて整備区域を拡大し

ていくが、昭和 40 年代後半からは市街地周辺部に

グラフ　鹿児島市の下水道管きょ年度別設置延長
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　耐用年数 50 年を経過した管路（＝昭和 30 年以前

に布設された管路）の延長は 8.4km。管種別では陶

管 4.7km、ヒューム管 3.7km となっている。こう

した老朽管は今後徐々に増加し、平成 22 年には約

34km、平成 27 年には約 92kmに達すると推計され

ている。（グラフ「鹿児島市の下水道管きょ年度別

設置延長」参照）

〈下水道管路改良計画〉
　市の老朽化対策は、耐用年数を経過した管路延長

がまだ短いため、「改築」ではなく「改良」という

位置付けで行われている。

　テレビカメラ調査を開始したのは昭和 60 年度。

老朽化した陶管を対象に実施し、その都度維持管理

による対応を図っていたが、強度や流下能力が不足

している老朽管は、道路陥没事故などで市民への影

響が出る前に対処しておく必要があるため、計画的

に改良していくべきと判断。それまで続けてきたテ

レビカメラ調査の結果を整理し、第１次改良計画を

平成 11 年に策定した。これは面整備管を対象とす

る改良計画で、平成 12 ～ 16 年度の５年間に事業費

13 億 6440 万円をもって、１万 2800m の改良を行

うこととした。これに続き、平成 16 年度に第２次

改良計画を策定。平成 17 ～ 23 年度の７年間に事業

費 10 億 7480 万円をもって、１万 9100m の改良を

行う計画とし、現在、この計画に基づき順次改良を

進めている。

　一方、幹線に関しては、目視、テレビカメラ調査

を行い、緊急度に応じて次年度等に予算化して改良

している。大口径管の改良は流水の中での施工が可

能な製管工法を採用している。また、マンホールは

再構築および防食処理を行っている。

〈調査方法、調査済みの延長等〉
　老朽化対策ではまず、職員による巡視点検を行う

とともに、面整備管は破損、クラック、侵入水、木

の根の侵入の多い陶管を対象に毎年 18 ～ 20km 程

度、テレビカメラ調査を実施している。第１次調査

は昭和 60 ～平成 21 年度、陶管を対象に計 460km

を調査する計画。第２次調査は平成 18 ～ 29 年

度、第１次調査対象箇所で未改良の管路を含め、計

235kmを調査する計画である。

　幹線は、特に重要な南部幹線（口径 2400mm、総

延長 9.2km）を対象に平成元年度から調査を行い、

落差により硫化水素が発生し、腐食している箇所に

ついては、既に一部区間を製管工法で対応済みで

ある。また、南部幹線以外でも設置後 30 年を経過

した幹線で、処理区の大きい重要幹線を対象に平成

12 年度から調査を実施している。平成 18 ～ 23 年

度に 18.4kmを調査予定である。

　調査済みの管路延長は、17 年度末現在で、面整

備管が 391km（陶管、鉄筋コンクリート管、塩ビ

管）。うち陶管は総延長約 395km の 82％に相当す

る 325.4km の調査が完了している。幹線は南部幹

線が調査開始以降、総延長の 85％に相当する 7.9km

の調査が完了（重複調査があり、これを含めた調査

済み延長は 9.4km）。南部幹線以外は調査開始以降、

調査対象延長 36.7km の 67％に相当する 24.6km の

調査が完了している。

〈改築、修繕の判定方法〉
　事業実施にあたっては、フローチャート（表－２

「計画的改築および修繕フロー（面整備管）」参照）

を用いて、改築、改良、修繕のどの事業種別で行う

かを判定している。フローチャートによると、調査・

診断、計画、実施にいたる手順は、①一次診断＝テ

汚 水 管 路 施 設 の 維 持 管 理
（日常の巡視点検業務、清掃業務等）

台 帳 の 整 備 お よ び 記 録

定
常
的
な

維
持
管
理

既設汚水管路の抽出と調査（陶管）
（テレビカメラ調査）① 一次診断

異 常 管 路 の 抽 出② 二次診断

改築及び修繕対象管路の抽出③ 三次診断

事 業 種 別 の 判 定④ 四次診断

事業種別ごとに優先順位を決定⑤ 五次診断

調

査

及

び

診

断

⑥ 工 事 費 と 年 次 計 画 の 策 定計画

改 築
（耐用年数に達しているか） 修 繕

施工実施

改 良更 新

記録

汚水管路
の一部

YES NO

汚水管路
の全部

表－２　計画的改築および修繕フロー（面整備管）
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レビカメラ調査、②二次診断＝異常管路の抽出、③

三次診断＝改築および修繕対象管路の抽出、④四次

診断＝事業種別の判定、⑤五次診断＝事業種別ごと

に優先順位を決定、となっており、次いで⑥工事費

と年次計画の策定、⑦施工、となる。この中で、事

業種別の判定は、㈳日本下水道協会「下水管きょの

工法選定手引き（案）」を参考に、標準耐用年数 50

年を基準として、投資する改築費用と修繕費用を比

較して判定している。従来は１スパンごとの工事費

比較を基準に判定しており、そのためほとんどが修

繕による対応だったが、将来にわたる安全性を考慮

する必要があるため、18 年度から標準耐用年数を基

準とした工事費用比較方法を採用しているという。

〈調査結果〉
　これまでの調査の結果、改良が必要な管路延長は

現在、面整備管（陶管）が８km、幹線（鉄筋コンクリー

ト管）が 2.3km となっている。面整備管に関して

言えば、毎年平均 2000m 程度を改良すると仮定し

ても、毎年の調査箇所によって新たに改良が必要な

管路が抽出されるため、この延長は今後耐用年数を

経過する管路の増加とともに増えていくものと予測

しているという。

　また、調査結果から、管路の老朽度は土質や通行

車輌の載荷重等に影響されるため、調査箇所によっ

て異常項目率にばらつきがあるが、昭和 50 年以前

に布設された陶管は継手部分に現在のようなゴムリ

ングが採用されていなかったため、木の根の侵入が

多いことが判明している。そして、木の根の侵入は

将来、事故・トラブルの原因となるおそれが高いた

め、Ｃランク（将来、改良修繕を要するもの）に分

類されるような軽微なものでも異常管路として抽出

し、改築・修繕対象としている。

〈更生工法と布設替工法の使い分け〉
　改築・修繕に際し、更生工法か布設替工法かの使

い分けは、改良対象の現場状況を踏まえ、施工の確

実性、経済性を基準に判断しており、流下能力の確

保ができないものや、断面が保たれていないもの、

勾配不足となっているものは開削工法を採用してい

る。それ以外のケースでは開削に比べ経済性が高い

更生工法を採用することが多いという。更生工法は

経済性だけでなく、工期が短縮できる、工事期間中

の通行制限が少ない、騒音、振動、交通など周辺住

民への影響が少ない、他の地下埋設物に影響されな

いなどのメリットがあり、こうした点を高く評価し

ているという。

〈改良工事の実績〉
　平成 12 ～ 17 年度の６年間で面整備管 21.0km、

幹線 0.9km、計 21.9kmの改良工事を完了している。

うち、更生工法を採用した管路延長は、面整備管

17.4km、幹線 0.7km、計 18.1km で、改良工事の大

年　　　度 施工延長（ｍ）

12 年度 1,689.17 

13 年度 3,343.95 

14 年度 3,415.50 

15 年度 3,690.20 

16 年度 3,460.50 

17 年度 3,158.90 

計 18,758.22 

表－３　更生工法の年度別実績

※老朽管の改良工事及び他事業に伴う工事を含む

管路更生後の状況

更生工事のようす
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部分が更生工法で行われている。この間、工事量は

前記の第１次改良計画の計画工事量を上回るペース

で進捗しているが、これは、計画策定時は更生工法

の実績が少なかったため、開削と更生工法の２本建

てで工事を進める想定をしていたが、実際は更生工

法を多く採用したため、計画よりも工事量を増やす

ことができたという。（表－３　「更生工法の年度別

実績」参照）

〈更生工法の採用基準〉
　更生工法の採用基準は、耐用年数 50 年の確保、

流下能力の確保、コスト面で有利であること、施工

性や品質の確保が確かであることなどが基本条件と

なる。また、更生工事を進める上では、適正な工事

執行とともに地元業者の育成・活用が重要との考え

方の下、更生工法の採用に先立ち鹿児島下水道事業

協同組合の技術研修時に、今後は老朽管の改良工事

では更生工法を採用していく方針であることから、

㈶下水道新技術推進機構の審査証明を取得した工法

協会に入会し、協会の指導のもとにソフト・ハード

トレーニングの研修を行い、技術を習得するよう要

請した。ソフト・ハードトレーニング時には、市の職

員が研修内容等や同じ技術者が年間を通しての研修

南部幹線の状況 製管工法による幹線の更生の状況

を受講しているかの確認を行い、この結果から、更

生工法の現場に従事できる技術者として認めている。

　さらに、市ではそのフォローアップとして毎年、

各社の技術者在籍状況等を随時チェックし、工事の

適正執行に努めているという。なお、現在、指名競

争参加資格を有する業者数は 64 社、採用工法数は

５工法となっている。

〈今後の事業展開、更生工法への期待〉
　今後の事業展開については、耐用年数を超過する

管路延長が年々増加していく見通しであるため、従

来の改良事業による対応だけでなく、国庫補助を活

用した改築事業も念頭に置いておく必要があるとい

う。また、計画的な改築、修繕により機能水準の向

上、延命化、LCC の低減化を図るほか、経済的な

工法の採用、液状化対策など耐震化も進めていきた

いとしている。

　また、今後ますます需要増が見込まれる更生工法

に対しては、採用者として安心できる品質を求める

とともに、当面、耐震性の確保（公的機関の証明）、

積算基準の体系化、性能基準の統一が図られること

を期待したいとしている。
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